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（4月15日更新）
・2022年度改定に合わせて内容を更新しました。
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要件 点数
処方医に確認した上で患者が服薬中の薬剤について服薬管理を支援した場合(注1)、又は
持参した服用薬の整理等の服薬管理を行いその結果を医療機関に情報提供した場合(注2)、
月1回に限り算定（処方箋の受付によらない）

185点

【主な要件】
（注1）
服薬管理が困難な患者が服用中の薬剤について、
服薬管理を支援した場合に算定する

治療上の必要性が認められる場合に、合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定

14の2「1」 外来服薬支援料１

（注2の場合）
患者等が持参した服用薬の整理等を行い、
結果を医療機関に情報提供した場合に算定する

⇒

⇒

情報提供

廃棄

継続
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薬剤師患者又は
家族等

【患者の来局時】

(①求め)

②照会・確認

③了解

④服薬支援

他の医療機関や薬局で処方・
調剤された薬剤がないかも確認

④患家訪問、薬剤整理

医師

①依頼

交通費(実費)
は患家負担

在宅患者訪問薬剤管理指導料
算定患者(自局以外での算定も
含む)は算定不可

②照会・確認

③了解

①依頼、薬剤持参

結果として、自局で調剤した薬でなくとも
要件を満たす服薬支援を行えば算定可

整理を行わず、服薬指導を
行っただけでは算定不可

一包化を行っても調剤技術料
の算定は不可 ●薬剤服用歴の記録

・服薬支援に係る薬剤の名称
・服薬支援の内容及び理由
・処方医の了解を得た旨

処方医に確認の上、服薬管理を行う場合（注1）の流れ

【患家へ訪問する場合】

薬剤師

患者又は
家族等

医師
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薬剤師
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②薬を持参
（処方箋受付時以外）

③服薬管理

④結果を情報提供

処方箋受付時に残薬を確認し、処方医に確認の上、処方箋記載医薬品の日数を調整した場合は、
外来服薬支援料１を算定せず重複投薬・相互作用等防止加算を算定するものと考えます

袋（ブラウンバック等）

●薬剤服用歴の記録
・服薬支援に係る薬剤の名称
・服薬支援の内容及び理由
・情報提供した内容

患者等が持参した服用薬の整理等を行う場合（注2）の流れ

患者又は
家族等

患者又は
家族等

後日

①調剤時に薬剤を入れる袋を渡し、取り組みの周知
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【2008/5/9疑義解釈その2】
院内投薬された薬剤を持参した患者に対して、服薬支援の必要性を処方医に確認の上、一包化等を行い、外来服薬支援料
を算定した場合において、その後も引き続き一包化が行われずに院内投薬が行われ、繰り返し当該薬局で外来服薬支援を実
施したような場合は、算定できない。

医療機関に確認の上服薬支援

○1回目（算定可）
×2回目以降（算定不可）

本資料は、2022年4月13日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

疑義解釈

本来、服薬支援の必要性を認識している処方医が自院で薬剤の一
包化をするか、又は、処方箋により薬局での一包化を指示すべきもの

院内投薬
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【2012/8/9疑義解釈その８】
同一又は異なる保険医療機関の複数診療科から処方日数の異なる処方箋を保険薬局が受け付けた場合、薬剤等を整理し、
日々の服薬管理が容易になるように支援しても、算定できない。 外来服薬支援料は、患者または家族等が持参した

「服薬中の薬剤」に関する服薬支援を評価しているもの

処方日数が同一の処方箋であっても考え方は同じと考えられますが、厳密な取り扱いにつきましては然るべき機関へのご確認もお願いいたします

一包化等 ×外来服薬支援料1算定不可
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疑義解釈
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【2022/3/31疑義解釈その１】
他の薬局で調剤された薬剤や医療機関で院内投薬された薬剤を一包化したことに対しては外来服薬支援料１、
一包化薬の指示がある処方箋を一包化したことに対しては外来服薬支援料２を算定できるが、併算定はできない。

一包化
外来服薬支援料1
外来服薬支援料2
×併算定不可
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